
 

ゴールデンウィークが終わりました。ご家族で遠くに近くに遊びに出

かけたり、自宅でのんびり過ごしたりと、リフレッシュされたのではな

いでしょうか。 

この季節は緑が濃く、色とりどりに草木に花が咲き、自然の豊かさを

味わえます。本校の校庭にも花々が華やかにたくさん咲いています。  

美しい花々を見ていると、心が癒やされるとともに、元気がわいてきま

す。  

花を咲かせるには、数ヶ月かけて栽培委員の子どもたちや、担当教員が

種から苗まで育てる裏方作業から始まります。苗になってからは、水や

り、雑草とりなど、大変な手間と時間がかかります。その分、花が美しく咲いたときの喜びも大

きくなります。全校児童で花を育てる活動を通して、俣野っ子の心の豊かさが醸

成されていると感じます。  

また、今年度もたくさんの保護者の方が花いっぱいボランティアに応募してく

れました。ありがとうございました。子どもたちのよりよい環境づくりをサポー

トするＰＴＡ活動に、心から感謝いたします。 

子どもたち、保護者、教職員が花でつながり協力しあう素晴らしさ、俣野小の自慢です。 

  

＜５・６月の行事予定＞  

急な変更の際には、ご連絡します。ご了承ください。 

 曜 主 な 行 事 日 曜 主 な 行 事 

10 水 委員会活動 

２・４・６年・またの学級 耳鼻科健診 

30 火 ５年授業参観・八ヶ岳宿泊学習説明会 

12 金 おはようﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡会 31 水 内科検診（全学年） 委員会活動 

給食費引落日（４・５月分） 

15 月 ４時間授業（校内研究会のため） ６月の行事予定（今後変更になる可能性があります） 

16 火 学校評議員会 １・２年遠足 １ 木 眼科検診（全学年） 

17 水 ６年体育大会 ２ 金 ４時間授業（市研究会のため） 

18 木 １年授業参観 代表委員会 ３ 土 校庭開放日 

20 土 校庭開放日 ５ 月 民生委員懇談会 

23 火 引き渡し訓練（５Ｈ） 

ＰＴＡ総会(15:40) 

８ 木 １・２・３年歯科検診 

24 水 クラブ活動 ９ 金 代表委員会 

25 木 １・３年交通安全教室 

４・５・６年・またの学級 歯科検診 

   

26 金 鑑賞教室    
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藤沢市立俣野小学校 
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―― 本校教育目標 心豊かにたくましく生きる俣野っ子を育む ― 



〇授業参観・学級懇談会、ありがとうございました。 

  ４月１４日（金）、１８日（火）、２０日（木）に授業参観・懇談会を実施しました。授業参

観では、気持ち新たに頑張る子どもたちの姿を参観いただけたことと思います。また、懇談会

にも多数参加くださり、ありがとうございました。コロナウィルス感染症で人との接触が難し

かった期間を経て、顔と顔を合わせて話せる機会が持てることのありがたさを感じています。  

担任と保護者、また保護者同士が顔を合わせてつながっていくことは、子ども達の健やかな

成長を支えていくうえで、とても大切なことだと考えています。お忙しい中と思いますが、で

きうる範囲でご都合をつけて学校へ足をお運びくださるようよろしくお願いいたします。 

 

〇せなかの会による五一山花だんの環境整備 

４月２９日(土)に、せなかの会の方々と教職員で、五一山花だんの整備を行いました。  

五一山花だん及びその周辺の草刈りや、草むしり、土を耕しました。このあとは、五一山花だ

んに子ども達が花苗を植えていく予定です。おかげさまで下準備が整いました。今年度もご協力

ありがとうございました。 

 

○校内研究会時の授業について 

  コロナ禍による教育活動の様々な制限が大方なくなったことから、現学習指導要領の主旨に

そった研修・研究を進めることが今後できるようになりました。このことから、各学年の標準

授業時数を確保したうえで、校内研究会日については、年に数回、４校時または５校時授業を

設定する予定ですので、ご理解とご了承をくださるようお願いいたします。 

また、研究授業を実施するクラスについては、他クラスが４校時で下校するところ５校時授

業となり、振替として他日が４校時授業となります。対象となるクラスには事前にお知らせい

たしますので、ご承知おきください。 

  

〇スクールガードリーダー  

スクールガードリーダーは、子ども達の安全を守るために、学校や通学路の見守りや、巡回

指導、安全指導に関するアドバイス等を行ってくれます。子どもたちの安全・安心を支援して

くれる心強い存在です。 

 

〇就学援助制度について 

  藤沢市では、経済的な事情でお子さんの就学が困難な世帯に学用品や給食費の一部を援助し

ています。４月初めに文書を配付しているので、ご希望の方は必要書類を学校に提出してくだ

さい。 

 

○校庭開放について 

藤沢市では、市立小学校の校庭を第１・第３・第５土曜日の午前中に「遊びのひろば」とし

て児童に開放する取り組みをしています。利用する場合は、安全上の配慮から、大人の人と一

緒に来るようお願いします。また、夏季、冬季休業中及び学年始休業中は実施していません。

学校行事等で校庭を使用できない場合は、その都度お知らせします。 

 

○学校への駐車について 

  学校近辺や学校内への駐車は、原則禁止しております。 

特に、校門付近の路上に一時駐車することは、大変危険ですから絶対におやめください。 

また、授業参観や懇談会等行事の際の駐車についてもご遠慮ください。 

なお、お子さんのけがや、体調不良のために自家用車で送迎される際には、学校に連絡のう

え、校舎裏手の駐車スペースの体育館側をご利用ください。自転車・バイクの駐車につきまし



ては、授業参観等の時には校庭のネット沿い、短時間の場合は正門を入った中のカーブした花

だん前に駐輪してください。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

〇一年生の給食が始まりました。 

  ４月２０日（木）から１年生の給食がはじまりました。この日の朝、「今日から、給食がは

じまるんだよ。たくさん食べるんだ。」と目を輝かせて話してくれた一年生がいました。「そう

ね。いっぱい食べてね。」と返しました。 

 

〇用水路に注意 

西俣野の田んぼで田植えの準備が始まります。「用水路」には、たくさんの水が流れており、

近くに寄ると危険です。子どもたちが危険な遊びをしないよう、また、用水路・あぜ道（あぜ

を壊さないこと）のそばに近寄らないようにご家庭でもご注意くださるようお願いいたします。 

 

〇水筒について 

 子どもたちが適宜水分補給をするために、水筒の持参をお願いしています。水筒の中身につい

ては、水・氷水・お茶類でお願いいたします。その日の天候や授業内容等に応じて、ご家庭の判

断で持たせていただけたらと思います。もちろん、学校の水道水も飲料水として飲めます。 

なお、衛生管理につきましては、くれぐれもご注意ください。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＜お願い＞ 

〇連絡メールについて 

 本校では、緊急時の連絡を連絡メールでの一斉配信としております。近年、連絡メールの使用

が増えていますが、みなさまのご協力でトラブルなく使用できています。ありがとうございます。

連絡メール配信の際は、学級連絡網（４月に配布済み）による電話連絡は回しませんので、ご了

承ください。連絡メール配信を希望されない場合は、担任より電話等で連絡をいたします。 

 

なお、連絡メールは次のような時に配信いたします。 

①暴風雨警報発令による登下校時刻に関する連絡 

②不審者情報や児童の安全情報に関する連絡 

③感染症や天候等による学校行事やＰＴＡ行事の日程変更 

④その他緊急に保護者に通知する必要があると校長が判断したものおよび、教育委員会などから

の連絡など 

 

連絡メールのテスト配信を、６月１２日、８月３０日、１１月１３日、１月２４日の正午に予

定しています。 

メールが届かない時には、必ず学校までご連絡ください。 

 また、メールアドレスを変更したときにも、再登録が必要です。学校にご連絡いただき、対応 

をお願いします。緊急時の連絡がスムーズに行えますようご協力ください。 

 


